
正 誤 表

正

第１巻 巻頭 工事執行フロー（４／４）

※３ 対象：下請負金額合計3,000万円以上の工事

※４ 対象：請負金額500万円以上かつ下請負金額合計3,000万円未満の工事

※５ 当該工事が非専任であっても、他工事で専任の技術者として従事している

可能性があるため確認が必要

第１巻 第２ 仕様書編

埼玉県土木工事共通仕様書 第５編 道路編 Ｐ．５４８

５－１５－１５－３ 施工 第３項

３ 事前調査に基づく施工において、上記２の状況が生じ、新たに孔を設けた場

合は、充填補修する費用については設計変更の対象とするものとする。

第２巻 目次

第５ 監督編

２ 技術者専任等確認実施要領

第２巻 第７ 管理基準編

品質管理基準 ３３ 既設橋梁落橋防止装置設置工 Ｐ．４８１

試験基準 全数測定

請負金額 下請金額合計
（専任） （監理技術者） 直接的雇用 技術者要件 従事中工事 恒常的雇用 技術者講習

500万円未満 － ○ ○ ○※５

2,500万円未満 － ○ ○ ○※５

2,500万円以上 3,000万円未満 ○ ○ ○ ○
2,500万円以上 3,000万円以上 ○ ○ ○ ○ ○

技術者専任確認

別紙２

誤

第１巻 巻頭 工事執行フロー（４／４）

※３ 対象：下請負金額合計3,000万円以上の工事

※４ 対象：請負金額500万円以上かつ下請負金額合計3,000万円未満の工事

第１巻 第２ 仕様書編

埼玉県土木工事共通仕様書 第５編 道路編 Ｐ．５４８

５－１５－１５－３ 施工 第３項

３ 事前調査に基づく施工において、上記２の状況が生じ、新たに孔を設けた場

合は、当初に削孔した孔の削孔に要した費用と充填補修する費用については設

計変更の対象とするものとする。

第２巻 目次

第５ 監督編

２ 技術者専任等確認要領

第２巻 第７ 管理基準編

品質管理基準 ３３ 既設橋梁落橋防止装置設置工 Ｐ．４８１

試験基準 （空欄）

請負金額 下請金額合計
（専任） （監理技術者） 直接的雇用 技術者要件 従事中工事 恒常的雇用 技術者講習

500万円未満 － ○ ○
2,500万円未満 － ○ ○
2,500万円以上 3,000万円未満 ○ ○ ○ ○
2,500万円以上 3,000万円以上 ○ ○ ○ ○ ○

技術者専任確認



誤

第１ 契約編

埼玉県建設工事標準請負契約約款 （第１巻Ｐ．３～３０）

［沿革］ 平成１３年４月１日、平成１５年５月６日、平成１６年１月５日

平成１７年４月１日、平成１８年１月４日、平成１８年４月１日

平成２０年４月１日改正

（前金払）

第34条

６ 甲は、乙が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額

につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その

日数に応じ、年３．７パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求

することができる。

（債務負担行為に係る契約の特則）

第39条

２ 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額を変更

することができる。

（債務負担行為に係る契約の前金払の特則）

第40条

（第３項及び第４項の追加）

正 誤 表

正

第１ 契約編

埼玉県建設工事標準請負契約約款 （第１巻Ｐ．３～３０）

［沿革］ 平成１３年４月１日、平成１５年５月６日、平成１６年１月５日

平成１７年４月１日、平成１８年１月４日、平成１８年４月１日

平成２０年４月１日、平成２１年４月１日改正

（前金払）

第34条

６ 甲は、乙が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額

につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その

日数に応じ、年３．６パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求

することができる。

（債務負担行為に係る契約の特則）

第39条

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。

年度 円

年度 円

年度 円

３ 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前

項の出来高予定額を変更することができる。

（債務負担行為に係る契約の前金払の特則）

第40条

３ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度

までの出来高予定額に達しないときには、第１項の規定による読替え後の第34

条第１項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来

高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができな

い。

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度

までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達する

まで前払金の保証制限を延長するものとする。この場合においては、第35条第

３項の規定を準用する。

正 誤 表



正 誤 表

誤

（履行遅滞の場合における損害金等）

第45条

３ 甲の責に帰すべき事由により、第32条第２項（第38条において準用する場合

を含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受

領金額につき、遅延日数に応じ、年３．７パーセントの割合で計算した額の遅

延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円

に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に

100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

正

（履行遅滞の場合における損害金等）

第45条

３ 甲の責に帰すべき事由により、第32条第２項（第38条において準用する場合

を含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受

領金額につき、遅延日数に応じ、年３．６パーセントの割合で計算した額の遅

延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円

に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に

100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

正 誤 表



正 誤 表

誤

（談合等の不正行為に係る損害の賠償）

本契約に関し、乙（共同企業体の場合にあっては、その構成員）第45条の２

が、次の各号の一に該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、本契約の請負

代金額（本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代

金額）の10分の２に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わな

ければならない。

一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、

又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違

反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第７条の２第１項又は

第８条の３に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したと

き。

二 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の

独占禁止法第89条第１項に規定する刑が確定したとき。

三 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の

刑法（明治40年法律第45号）第96条の３に規定する刑が確定したとき。

正

（談合等の不正行為に係る損害の賠償）

本契約に関し、乙（共同企業体の場合にあっては、その構成員）第45条の２

が、次の各号の一に該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、本契約の請負

代金額（本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代

金額）の10分の２に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わな

ければならない。

一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、

又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違

反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第７条の２第１項又は

第８条の３に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行

い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第51

条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措

置命令（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「乙

等」という。）に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したもの

をいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべて

が確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除

措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第３条又は第８

条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとさ

れたとき。

三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第

１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行

為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間

（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を

行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎で

ある当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。

）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

四 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の

独占禁止法第89条第１項に規定する刑が確定したとき。

五 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の

刑法（明治40年法律第45号）第96条の３に規定する刑が確定したとき。

正 誤 表



正 誤 表

誤

（解除に伴う措置）

第49条

３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合を含む。）の

規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第37条及び第41条の規定

による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控

除した額）を第１項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。こ

の場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が

第46条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還

の日までの日数に応じ年３．７パーセントの割合で計算した額の利息を付した

額を、解除が第47条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に

返還しなければならない。

正

（解除に伴う措置）

第49条

３ 第１項の場合において、第34条（第40条において準用する場合を含む。）の

規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第37条及び第41条の規定

による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控

除した額）を第１項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。こ

の場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が

第46条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還

の日までの日数に応じ年３．６パーセントの割合で計算した額の利息を付した

額を、解除が第47条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に

返還しなければならない。

正 誤 表



正 誤 表

誤

第２ 仕様書編

埼玉県土木工事共通仕様書

第１編 共通編

第１章 総則

第１節 総則

１－１－１－２ 用語の定義 （第１巻Ｐ．９４）

34 JIS規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書のJIS製品記号はJISの

国際単位系（SI）移行（以下「新JIS」という。）に伴い、すべて新JISの製品

記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧JIS製品記号に

読み替えて使用できるものとする。

第１編 共通編

第５章 無筋、鉄筋コンクリート

第３節 レディーミクストコンクリート

１－５－３－３ 配合 （第１巻Ｐ．２４８）

３ 請負者は、土木コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般の環境

条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、

鉄筋コンクリートについては55％以下、無筋コンクリートについては60％以下

とするものとする。

第５編 道路編

第４章 鋼橋上部

第５節 橋梁現場塗装工

５－４－５－３ 現場塗装工 （第１巻Ｐ．４５５）

15 検査

(7) 塗り替え塗装の場合には、塗膜厚測定は行わないため、(1)～(6)は適用さ

れない。

(8) 請負者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬

入し、使用しなければならない。

また、請負者は、塗布作業の開始前に出荷証明書、塗料成績表（製造年月

日、ロット番号、色彩、数量を明記）の確認を監督員に受けなければならな

い。

正

第２ 仕様書編

埼玉県土木工事共通仕様書

第１編 共通編

第１章 総則

第１節 総則

１－１－１－２ 用語の定義 （第１巻Ｐ．９４）

34 JIS規格とは、日本工業規格をいう。

第１編 共通編

第５章 無筋、鉄筋コンクリート

第３節 レディーミクストコンクリート

１－５－３－３ 配合 （第１巻Ｐ．２４８）

３ 請負者は、他に定めのない場合、コンクリート構造物に使用するコンクリー

トの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55％以下、無筋コンクリー

トについては60％以下とするものとする。

第５編 道路編

第４章 鋼橋上部

第５節 橋梁現場塗装工

５－４－５－３ 現場塗装工 （第１巻Ｐ．４５５）

15 検査

(7) 請負者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬

入し、使用しなければならない。

また、請負者は、塗布作業の開始前に出荷証明書、塗料成績表（製造年月

日、ロット番号、色彩、数量を明記）の確認を監督員に受けなければならな

い。

正 誤 表



正 誤 表

誤

第４ 様式編

様式集 目次

５ 埼玉県土木工事監督要綱に基づく様式 （第１巻Ｐ．１１８６）

様式４号 くい切取り承諾

第４ 様式編

２ 埼玉県土木工事共通仕様書に基づく様式 （第１巻Ｐ．１２０８）

様式１号 契約時における確認票

第４ 様式編

８ 埼玉県建設工事検査要綱に基づく様式 （第１巻Ｐ．１２４７）

様式第４号

正

第４ 様式編

様式集 目次

５ 埼玉県土木工事監督要綱に基づく様式 （第１巻Ｐ．１１８６）

様式４号 くい切取り承諾願

第４ 様式編

２ 埼玉県土木工事共通仕様書に基づく様式 （第１巻Ｐ．１２０８）

様式１号 契約時における確認票（別紙のとおり様式修正）

第４ 様式編

８ 埼玉県建設工事検査要綱に基づく様式 （第１巻Ｐ．１２４７）

様式第４号（土木）

正 誤 表



正 誤 表

誤

第６ 材料規格編

土木材料規格

第３章 金属材料

３－４ 鉄筋コンクリート用棒鋼 （第２巻Ｐ．７６）

表３－１３ 機械的性質（JIS G 3112）

第７ 管理基準編

土木工事施工管理基準 （第２巻Ｐ．１５７）

この土木工事施工管理基準は、埼玉県土木工事共通仕様書第１編１－１－27

「施工管理」に規定する土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めるものであ

る。

降伏点又は 引張強さ 伸び2

種類の記号 0.2％耐力 引張試験片 曲げ
(Ｎ／? ) (Ｎ／? ) （％） 角度

２号 20以上

１４Ａ号 22以上

２号 18以上 径16mm以下 公称直径の1.5倍

１４Ａ号 19以上 径16mmを超え 公称直径の２倍

２号に準じるもの 16以上 Ｄ16以下 公称直径の1.5倍

１４Ａ号に準じるもの 17以上 Ｄ16を超え 公称直径の２倍

２号に準じるもの 16以上 Ｄ16以下 公称直径の1.5倍

１４Ａ号に準じるもの 17以上 Ｄ16を超え 公称直径の２倍

Ｄ16以下 公称直径の1.5倍

Ｄ51 公称直径の2.5倍

２号に準じるもの 16以上

１４Ａ号に準じるもの 17以上

２号に準じるもの 12以上 Ｄ25以下 公称直径の2.5倍

１４Ａ号に準じるもの 13以上 Ｄ25を超え 公称直径の３倍

　SD295A

　SD295B

　SD390

　SD490

390～510

490～625

　SR235

　SR295

345～440　SD345

235以上

295以上

295以上

295～390

300～520

440～600

440～600

440以下

560以下

620以下

２号に準じるもの

１４Ａ号に準じるもの
490以下

18以上

19以上

公称直径の2.5倍

180°

180°

90°

Ｄ16を超えＤ41以下

曲　　げ　　性

内　側　半　径

公称直径の1.5倍

公称直径の２倍

180°

180°

180°

180°

正

第６ 材料規格編

土木材料規格

第３章 金属材料

３－４ 鉄筋コンクリート用棒鋼 （第２巻Ｐ．７６）

表３－１３ 機械的性質（JIS G 3112）

第７ 管理基準編

土木工事施工管理基準 （第２巻Ｐ．１５７）

この土木工事施工管理基準は、埼玉県土木工事共通仕様書第１編１－１－28

「施工管理」に規定する土木工事の施工管理及び規格値の基準を定めるものであ

る。

降伏点又は 引張強さ 伸び2

種類の記号 0.2％耐力 引張試験片 曲げ
(Ｎ／? ) (Ｎ／? ) （％） 角度

２号 20以上

１４Ａ号 22以上

２号 18以上 径16mm以下 公称直径の1.5倍

１４Ａ号 19以上 径16mmを超え 公称直径の２倍

２号に準じるもの 16以上 Ｄ16以下 公称直径の1.5倍

１４Ａ号に準じるもの 17以上 Ｄ16を超え 公称直径の２倍

２号に準じるもの 16以上 Ｄ16以下 公称直径の1.5倍

１４Ａ号に準じるもの 17以上 Ｄ16を超え 公称直径の２倍

Ｄ16以下 公称直径の1.5倍

Ｄ51 公称直径の2.5倍

２号に準じるもの 16以上

１４Ａ号に準じるもの 17以上

２号に準じるもの 12以上 Ｄ25以下 公称直径の2.5倍

１４Ａ号に準じるもの 13以上 Ｄ25を超え 公称直径の３倍

公称直径の2.5倍

　SD490 490～625 620以上 90°

　SD390 390～510 560以上 180°

18以上
180° Ｄ16を超えＤ41以下 公称直径の２倍

19以上
　SD345 345～440 490以上

２号に準じるもの

１４Ａ号に準じるもの

　SD295B 295～390 440以上 180°

　SD295A 295以上 440～600 180°

曲　　げ　　性

内　側　半　径

　SR235 235以上 380～520 180° 公称直径の1.5倍

　SR295 295以上 440～600 180°

正 誤 表


